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知る・得く・情報知る・得く・情報
小規模事業者の資金繰りの強いミカタ

担保・保証人は必要ありません

　マル経融資は、小規模事業者の方々の経営をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の
推薦にもとづき融資される日本政策金融公庫の公的融資制度です。
　小規模事業者は、従業員20人以下（商業・サービス業は５人以下）の法人・個人事業主のことです。

　マル経融資は、担保も保証人（法人の場合は代表者の個人保証）も必要ありません。
信用保証協会の保証も不要です。

マル経融資
特 徴
１

融資限度額は２，０００万円

　運転資金７年以内、設備資金10年以内と余裕をもった返済期間で、融資限度額2,000万円
まで事業資金としてご利用いただけます。

特 徴
３

低利率かつ刈谷市利子補給補助金が受けられます

貸付金利1.21％（令和２年１月６日現在）です。
かつ、令和２年３月３１日までに融資が完了したマル経融資に係る利子（延滞利子を除く）
で、初回から連続する12回分を限度として、利子支払額の２分の１を乗じて得た
額（２０万円を限度）が補助されます。

特 徴
2

問合せ先：刈谷商工会議所中小企業相談所　TEL：０５６６－２１－０３７０

雨でフォークリフトが滑る！

ヒヤリハットを
無くそう！

☎（0566）36-5527
http://www.hayajin.co.jp

刈谷市井ケ谷町中ノ嶋22
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（愛知県知事許可　般 28 第 27192 号）

代表社員税理士　天野卓男
社会保険労務士　守山暁子

刈谷市幸町２-３-３
電話 0566-23-3240  FAX 0566-22-9544

みどり経営グループ

資金繰りの改善をお手伝いするとともに
黒字経営の支援を行います。

ミッドランド税理士法人


